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７．営業車両による脱線係数観測データの活用について

 

 

は除外していたため、垂直まで上がる遮断かんの認識

ができなかったことが考えられる。これについては、

角度によって線分を除外するのではなく、垂直線の増

減から遮断かんを判断できるようにするなどの対策

が必要である。 

４．２．３．発条転てつ機転換検出手法の動作 
 発条転てつ機転換検出手法の動作を確認した。今回

の実験では、画像が取得できる距離で定位に戻らなか

ったため、転換の様子は検出できなかったが、転てつ

機そのものを検出することはできた。図 11 にその様

子を示す。破線は左右レールを左上方向に走査した結

果を、点線は左右レールを右上方向に走査した結果を

示している。試験中、画像の強調を行っているが、レ

ールの影に凹凸があり、直線として認識しづらい場合

が見られた。こちらも踏切遮断機開検知同様、画像の

強調方法を再検討する必要があると思われる。 

５．予防保全への取り組み 
 以上、GPS と画像処理技術を使い、営業列車から

各装置の状態を検出できることが確認された。これら

のデータを同じ路線において長期的に取得して、その

経年変化を解析することにより、予防保全が可能とな

ると考える。例えば、踏切遮断かんや転てつ機につい

ては、その動作時間によって劣化を判断できると考え

られる。信号機の灯火の輝度の減少については、色相、

彩度、強度それぞれと輝度の関係を実際の信号機画像

を用いて検討したところ、図 12 に示す彩度の下限値

に差がみられることが分かった。このため、彩度の下

限値をデータとして蓄積することで、予防保全システ

ムとして検出出来る可能性がある。 
 従って、今後は、さらにデータを蓄積することによ

り、予防保全論理の深度化を進める予定である。 
 

 
６．おわりに 

 以上、省コストを目的とした鉄道用予防保全システ

ムの画像解析による動作検出について試験を行い、一

定の効果を確認し、予防保全システムとしての可能性

を示した。 
 これらにより、本方法によるデータ蓄積は、劣化の

診断が可能となり、結果として、保守周期延伸等の技

術基準改正にも活用可能となる。さらに、保守周期の

予防保全技術が確立されれば、地方鉄道の保守費、信

号保安設備費の節約に資することが可能となり、列車

運行の信頼度向上や安全性向上も図られる。その結

果、地方鉄道の運行本数の拡大等による活性化が可能

となる。 
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図 11 反位検出の様子 
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図 10 開検知の様子 
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図 12 輝度と彩度の関係 
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８．鉄道の安全関連国際規格に対する認証と 
交通研の果たす役割 

 
 

鉄道認証室   ※田代 維史 千島 美智男 長谷川 智紀 原澤 直子 
 
 

１．はじめに 
 鉄道で最優先されるべき安全性の達成に関し、近

年、定式的な達成プロセスへの準拠を求める安全関連

国際規格群が鉄道ビジネスにおいて影響力を増して

いる。すなわち準拠の証明となる、規格適合性認証の

有無がビジネス上の重要な要件となっている。ここで

はこの認証に関する最近の状況と、交通安全研究所鉄

道認証室の役割に関して報告する。 
 

２．鉄道製品の認証に関する状況 
 近年、製品の安全性に関する国際規格において、適

用対象とする材料・製品・システムなどの、開発、製

造、使用、廃棄に至るライフサイクル全体にわたり、

安全性達成努力の成果と、その努力が行われたことの

証拠の、両方の提示を要求する規格が広く適用される

ようになってきた。鉄道分野においてもこの種の国際

規格群が発行されている。 
 また、近年、国内鉄道市場の伸びが鈍化する一方、

海外では産業振興、道路交通混雑の解消や交通部門の

省エネルギー化の達成のため、鉄道への投資が急伸し

ている。そのため多くの国内鉄道関連メーカーが海外

市場でのビジネス強化を進めているが、ほとんどの海

外鉄道案件において、上記タイプの安全関連国際規格

への適合性認証が障壁になりつつある。 
従来から日本国内では、JIS（日本工業規格）や鉄

道分野の団体規格があり、安全性やその他の性能に関

しては製品供給側が規格準拠を自己宣言し、調達側の

鉄道事業者が承認することにより、事実上の規格適合

性判断が行われている。しかし海外市場では、規格適

合性判断を契約関係者以外の、客観的な第三者機関に

ゆだねる「認証」がこの判断の仕組みの主流となって

いる。 
 欧州の場合、19 世紀に認証の仕組みが始まり、現

在では、欧州域内のみならず世界的に認証ビジネスを

展開している認証機関が複数ある。また欧州共同体が

1980 年代から開始したニューアプローチ政策によ

り、民間のボランティア規格である EN（European 
Norm：欧州規格）が法的基準に組み込まれた結果、

欧州域内における鉄道ビジネスにおいて認証の利用

が一層進んだと考えられる。さらに欧州の鉄道メーカ

ーおよび鉄道システムコンサルタント会社は、海外市

場においても認証を活用している。そのため日本の鉄

道メーカーの場合も、海外進出に際しては、国内市場

での上記のような従来の慣習とは異なり、製品に対す

る認証取得が必須の状況になっている。 
しかしこれまでは日本国内には鉄道製品に関する

認証を行う機関が存在しなかったため、日本メーカー

は主に欧州の認証機関から認証を取得せざるを得ず、

言語の壁、時差および技術思想の違いによって生じる

時間とコストが問題となってきた。 
 

３．認証機関設立の検討体制 
日本における鉄道分野の標準化活動については、平

成 22 年 4 月、公益財団法人鉄道総合技術研究所内に

鉄道国際規格センターが設立され、国内鉄道技術の国

際標準化の推進を図る体制が整備された（図１）。 
 一方、国際規格適合性に関する第三者認証機関につ

いては、交通政策審議会陸上交通分科会鉄道部会が平

成 20 年 6 月 19 日、「我が国においては製品の確認・

検査は鉄道事業者が行っており、第三者認証機関は存

在していないため、今後、我が国の製品の国際規格へ

の適合性評価のあり方を検討する必要がある。」と提

言し、これを受けて国土交通省鉄道局、鉄道総合技術

研究所を事務局とする鉄道技術標準化調査検討会に

おいて、国内に海外対応認証機関を設立するための検

討を行う「鉄道認証機関設立検討ワーキンググルー

プ」の設置が決定され、独立行政法人交通安全環境研

究所を予定認証機関とした検討が平成 22 年 3 月から
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